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○ 公益財団法人吹田市文化振興事業団職員就業規則 

 

制    定 昭和59.11.30 規則１ 

                                            最近改正 令和５.２.１ 規則54 

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、公益財団法人吹田市文化振

興事業団（以下「事業団」という。）の職員及び嘱託員（以下「職員」という。）の就

業に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において職員とは、次の各号に掲げるものを除き第５条の規定により採

用された者をいう。 

(1) 臨時職員 

(2) 理事長が別に定める者 

（適用範囲） 

第３条 この規則は、職員に適用する。 

２ 前条各号に掲げる者の就業に関する事項については、理事長が別に定める。 

（法令遵守の義務） 

第４条  職員は法令を遵守し、相互に協力し事業団の発展に努めなければならない。 

 

第２章 人事 

 

（採用方法） 

第５条 職員の採用は、原則として競争試験によって行う。ただし、理事長が特別に必要

があると認める場合は、選考によって行うことができる。 

（欠格条項） 

第６条 次の各号の一に該当するものは、職員として採用しない。 

(1) 禁
きん

錮
こ

以上の刑に処せられ、その刑の執行が終了していない者 

(2) その他理事長が不適当と認める者 

（試用期間） 

第７条 職員として新たに採用した者については、採用の日から６月間を試用期間とする。

ただし、理事長がその必要を認めない場合は、この限りでない。 

２ 試用期間中の者は、この規則の定めによらず解雇することがある。 

３ 試用期間は、勤続年数に通算する。  
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（提出書類） 

第８条 新たに採用された職員は、速やかに次の書類を提出しなければならない。 

(1) 誓約書（様式第１号） 

(2) その他理事長が必要とする書類 

（休職） 

第９条 理事長は、職員が次の各号の一に該当するときはその職員に休職を命ずることが

できる。 

(1) 心身の故障のため引き続き勤務しない日が90日を超えたとき。 

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。 

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったとき。 

（休職期間） 

第10条 前条に規定する休職の期間は、次のとおりとする。 

(1) 前条第１号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ３年を超えない範

囲において理事長が定める期間とする。 

(2) 前条第２号の規定による休職の場合は、当該刑事事件が裁判所に係属する期間とす

る。 

(3) 前条第３号の規定による休職の場合は、１年を超えない範囲において、理事長が定

める期間とする。 

２ 休職者は、職員としての身分を保有するが、業務に従事しない。 

３ 休職者は、休職の期間中公益財団法人吹田市文化振興事業団職員給与規程（昭和59年

規程第５号。以下「給与規程」という。）に別段の定めをしない限り、いかなる給与も

支給されない。 

（復職） 

第11条 理事長は、第９条各号に規定する休職の事由が前条各号に規定する休職期間満了

までに消滅したと認められるときは、直ちに復職を命ずるものとする。 

２ 第９条第１号の規定による休職者が復職しようとするときは、就業にさしつかえない

ことを証明する医師の診断書を提出しなければならない。この場合において理事長は医

師を指定することができる。 

 （管理監督職勤務上限年齢による降任等） 

第12条 理事長は、管理監督職（給与規程第10条第２項に規定する役付手当を支給される

職員の職をいう。以下同じ。）を占める職員で管理監督職勤務上限年齢に達している職員

について、異動期間（管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における

最初の４月１日までの間をいう。以下同じ。）に、管理監督職以外の職（以下「他の職」

という。）への降任又は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下「降任等」という。）をす

るものとする。ただし、第19条第１項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま

引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。 
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２ 前項の管理監督職勤務上限年齢は、60歳とする。 

３ 理事長は、第１項本文の規定による他の職への降任等（以下「他の職への降任等」と

いう。）を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。 

(1) 当該職員の勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等をしようとする職の属する

職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力及

び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任等を

すること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上

位の職制上の段階に属する職に降任等をすること 

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属す

る職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下「上

位職職員」という。）の他の職への降任等もする場合には、当該上位職職員の降任等

に係る職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位

の職制上の段階に属する職に降任等をすること。ただし、当該上位職職員について、

第１号に掲げる基準に従い当該職員の降任等に係る職が属する職制上の段階より下

位の職制上の段階に属する職に降任等をすることを妨げるものではない。 

（管理監督職への任用の制限） 

第13条 理事長は、管理監督職勤務上限年齢に達している者を、異動期間の末日の翌日（他

の職への降任等をされた職員にあっては、当該他の職への降任等をされた日）以後、管

理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第14条 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲

げる事由があると認めるときは、異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期

間内（当該期間内に第18条第２号に規定する定年退職日（以下この項及び次項において

「定年退職日」という。）がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退

職日までの期間内。）で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、

当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他

の職への降任等による当該職員が占める職の欠員を容易に補充することができず、事

業の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職

への降任等による当該職員の占める職の欠員を容易に補充することができず、事業の

運営に著しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため、当該職員の他の職への降任等により事業の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 理事長は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期
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間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引

き続きあると認めるときは、理事長の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌

日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、

延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。）で延長された当該

異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、

当該異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第15条 理事長は、前条第１項及び第２項の規定により異動期間を延長する場合には、あ

らかじめ職員の同意を得なければならない。 

 （異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第16条 理事長は、第14条第１項及び第２項の規定により異動期間を延長した場合におい

て、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の

職への降任等をするものとする。 

（定年年齢） 

第17条 職員及び嘱託員の定年年齢は、65歳とする。 

（退職） 

第18条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 定年に達した日以後における最初の３月31日。（以下「定年退職日」という。） 

(3) 退職を願い出て承認されたとき。 

(4) 休職期間満了後においても休職事由が消滅せず復職できないとき。 

(5) 業務上の疾病により療養中の者に労働基準法（昭和22年法律第49号。以下「労基法」

という。）第81条の規定による打切補償を行ったとき、又は労働者災害補償保険法（昭

和22年法律第50号）第19条の規定による打切補償を支払ったものとみなすこととなっ

たとき。 

（定年による退職の特例） 

第19条 理事長は、定年に達した職員が前条第２号の規定により退職すべきこととなる場

合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条同号の規定にかかわらず、当

該職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、当該

職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させ

ることができる。ただし、第14条第１項及び第２項の規定により異動期間（これらの規

定により延長された期間を含む。）を延長した職員であって、定年退職日において管理監

督職を占めている職員については、同条第１項又は第２項の規定により当該異動期間を

延長した場合であって、引き続き勤務させることについて理事長の承認を得たときに限

るものとし、当該期限は、当該異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることが

できない。 
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(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退

職による当該職員が占める職の欠員を容易に補充することができず、事業の運営に著

しい支障が生ずること。 

(2) 当該業務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職に

よる当該職員の占める職の欠員を容易に補充することができず、事業の運営に著しい

支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情が

あるため、当該職員の退職により事業の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 理事長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合におい

て、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、理事長の承認を得て、これ

らの期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。た

だし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日（同項ただし書に規定する職員にあって

は、当該異動期間の末日）の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 理事長は、第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合又は前項の規定により

期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。 

４ 理事長は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規定

により期間が延長された職員について、第１項の期限又は第２項の規定により延長され

た期限が到来する前に第１項各号に掲げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員

の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものとする。 

 （定年前再任用嘱託員又は非常勤嘱託職員の任用） 

第20条 理事長は、60歳に達した日以後に退職をした者（以下「60歳以上退職者」という。）

を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、嘱託員又は非常勤嘱託職員に採

用することができる。 

（退職の手続） 

第21条 職員は退職しようとするときは、理事長がやむを得ないと認める場合のほか30日  

前までに退職願を理事長に提出しなければならない。この場合において、理事長は、特  

別の事情がない限り速やかに承認するものとする。 

（解雇） 

第22条 理事長は、職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。 

(1) 心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められ

るとき。 

(2) 勤務成績がよくないとき。 

(3) 前２号に定めるもののほか、職員としての適格性を欠くとき。 

(4) やむを得ない業務の都合により、事業団の業務を縮小し、又は廃止するとき。 

（失職） 

第22条の２ 第６条の各号の一に該当するにいたったときは、規程に特別の定めがある場
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合を除くほか、その職を失う。 

（解雇予告） 

第23条 職員を解雇しようとするときは、理事長は、少なくとも30日前に予告をするもの

とする。30日前に予告をしないときは、30日分の平均給与（労基法第12条に規定する平

均賃金をいう。以下同じ。）を支払うものとする。 

２ 前項の予告日数は、平均給与を支払った日数だけ短縮することができる。 

（解雇予告の特例） 

第24条 前条の規定は、次の各号の一に該当するときは適用しない。 

(1) 職員の責めに帰すべき事由に基づき解雇するとき。 

(2) 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり解雇すると

き。 

(3) 試用期間中の者を解雇するとき。 

２ 前項第１号及び第２号の事由については、労働基準監督署長の認定を受けなければな

らない。 

 

第３章 服務 

（服務の根本概念） 

第25条  職員は、その業務を遂行するに当たっては、事業団の公益性を認識し、業務の合

理的運営と執務能率の向上を図り、市民の芸術文化の振興に寄与するとともに、相互に

協力して職場の秩序維持に努めなければならない。 

（業務に専念する義務） 

第26条 職員は、その勤務時間及び業務上の注意力のすべてをその業務遂行のために用い、

事業団のなすべき責めを有する業務のみに専念しなければならない。 

（禁止事項） 

第27条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 職員としての信用を傷つけ、若しくは不名誉となるような行為をすること又は事業

団の利益を害すること。 

(2) 理事長の許可なく業務上知り得た秘密をもらすこと。又その職を離れた後も同様と

する。 

(3) 理事長の許可なく他の職を兼ね又事業団の業務以外の業務に就くこと。 

(4) 業務上必要がある場合のほか、自己の利益のためみだりに事業団の名称又は自己の

職務を利用すること。 

(5) 業務に関し贈収賄の行為があったとき。 

(6) 上司の許可なく、勤務時間中に職場を離脱し、又は業務に関係のない行為をするこ

と。 

(7) 理事長の許可なく、事業団の管理する敷地、建造物、車両、機械器具その他の備品
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等を業務以外の目的に使用すること。 

（出退勤） 

第28条 職員は出退勤時にタイムレコーダーにより自らタイムカードにその時刻を打刻し

なければならない。 

２ 正当な理由がなく前項の手続きを怠る者は、欠勤したものとみなす。 

（遅刻、早退及び欠勤） 

第29条 職員は、疾病その他の事由により遅刻、早退又は欠勤する場合には事前に遅刻・

早退・欠勤届（様式第２号）にその理由その他必要な事項を記入の上押印し、上司の許

可を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、その

旨を事後速やかに届け出なければならない。 

（届出事項） 

第30条 職員は、次の各号の一に異動が生じたときは、速やかに理事長に届けなければな

らない。 

 (1) 現住所 

 (2) 学歴、免許又は資格に関する事項 

（職員証） 

第31条 職員には、事業団の職員であることを証する職員証（様式第３号）を交付する。 

(1) 職員は、職員証を常に携帯しなければならない。 

(2) 職員証は、これを他人に譲渡し又は貸与してはならない。 

(3) 職員証を亡失し、若しくは破損等により使用に堪えなくなったときは、その理由を

示して再交付願を申請しなければならない。ただし、破損等の場合にあっては、その

職員証を添付しなければならない。 

(4) 職員証の記載事項に異動が生じたときは、直ちに届け出なければならない。 

(5) 職員は、その職を離れたときは、速やかにこれを返納しなければならない。 

（品位の保持） 

第32条 職員は、常に品位を正し、勤務時間中は第40条に規定する被服等を着用しなけれ

ばならない。 

（出張） 

第33条 理事長は、業務上必要がある場合には、職員に出張を命ずることができる。 

２ 職員の出張は、出張命令簿（様式第４号）をもって命ずるものとする。 

３ 出張した者が帰館したときは、直ちに文書又は口頭で復命しなければならない。 

 （交通事故の報告） 

第34条 職員は、交通事故（道路交通法（昭和35年法律第105号）第72条第１項に規定する

交通事故をいう。）の当事者になった場合は、速やかに交通事故報告書（様式第５号）

を理事長に提出しなければならない。 

（非常事態の処置及び報告） 
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第35条 職員は、災害の発生が予想され、若しくはその危険があることを知り、又は事故

を起こしたときは、臨機の処置をとるとともに直ちに上司に報告し、その指示に従わな

ければならない。 

（事務の引継ぎ） 

第36条 職員は、退職、休職、転任等の場合には、10日以内にその担任事務を後任者又は

理事長が指定する者に引き継がなければならない。 

２ 出張、休暇等のため不在となるときは、不在中に処理を要する担任事務を関係職員に

引き継がなければならない。 

（私事旅行届） 

第37条 職員は、私事のため２泊３日以上の旅行をしようとするときは、その期間、旅行

先等を理事長に届け出なければならない。 

 

第４章  給与、旅費及び被服等 

 

 （給与） 

第38条 職員の給与については、別に定める。 

（旅費） 

第39条 職員が第33条の規定により出張する場合は、旅費を支給する。 

２ 前項の旅費の額及び支給方法は、吹田市旅費条例（昭和26年吹田市条例第136号。以下

この項において「旅費条例」という。）による。この場合において旅費条例別表第１中

「部長」とあるのは「事務局長、事務局次長」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず日当は支給しない。 

 （被服等の貸与） 

第40条 理事長は職員に対し、その業務上必要な被服及び名札を貸与する。 

２ 被服の貸与に関する事項は、別に定める。 

 

第５章  勤務時間及びその他の勤務条件 

 

 （勤務時間及び休日等） 

第41条 職員の勤務時間は、１週間（４週間を平均した場合の１週間を含む。）について

36時間をくだらず40時間を超えない範囲内において理事長が定めるものとし、その勤務

の割り振り、休憩時間及び休日は、別表第１のとおりとする。 

２ 理事長は、業務上必要と認めるときは、前項に規定する勤務時間の割り振りをあらか

じめ変更することができる。 

 （休憩時間） 

第42条 理事長は、１日の勤務時間が６時間を超える場合においては45分、８時間を超え
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る場合においては１時間の休憩時間を置くものとする。 

 （時間外勤務及び休日勤務） 

第43条 理事長は、業務上必要と認めるときは、職員に対し第41条に規定する勤務時間を

超えて勤務させ若しくは休日に勤務することを命じ、又は職員の休日を振り替えること

ができる。 

２ 前項の規定による時間外及び休日勤務をする場合にあっては、その職員に対し、前条

の規定による休憩時間の例に準じて休憩時間を与えなければならない。 

３ 第１項の規定により、休日を振り替える場合においては、理事長は、職員に対し当該

休日を起算日とする４週間前の日から当該休日を起算日とする８週間後の日までの期間

において振り替えるべき日をあらかじめ指定しなければならない。 

 （休暇） 

第44条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。 

２ 年次休暇は、１の年ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年において20日とする。

ただし、年の中途において新たに職員となった者については、別表第２の職員となった

月の区分に応じ、同表の年次休暇の日数欄に掲げる日数とする。 

３ 年次休暇は、当該年の翌年に繰り越すことができるものとし、１の年における年次休

暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該日数、20日を超える職員にあっては20

日とする。 

４ 年次休暇は、職員の請求する時期に与える。ただし、請求された時期に年次休暇を与

えることが業務の正常な運営を妨げる場合にあっては、他の時期にこれを与えることが

できる。 

５ 第２項において年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわ

らず、１の年において５日について、意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらか

じめ時期を指定して取得させる。ただし、前項の規定による年次休暇を取得した場合に

おいては、取得した日数分を５日から控除するものとする。 

６ 年次休暇の単位は、１日、半日又は１時間とする。 

７ １の年において時間単位年休（１時間を単位とする年次休暇をいう。以下同じ。）と

して使用することができる年次休暇の日数は、１週間当たりの所定の勤務日数に相当す

る日数（その日数が当該年において使用することができる年次休暇の日数を越えるとき

は、当該年次休暇の日数）とする。 

８ 年次休暇１日として使用することができる時間単位年休の時間数は、１日の所定の勤

務時間（その時間に１時間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げた時間）

に相当する時間数（以下「１日相当時間」という。）とする。ただし、当該年において

時間単位年休として使用することができる年次休暇の日数に半日の端数が生ずるときは、

当該半日の年次休暇として使用することができる時間単位年休の時間数は、１日の所定

の勤務時間を２で除して得た時間（その時間に１時間未満の端数があるときは、これを
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１時間に切り上げた時間）に相当する時間数（以下「半日相当時間」という。）とする。 

９ 第３項の残日数を算定する場合において、当該年において使用した時間単位年休の時

間数に半日相当時間未満の端数があるときはこれを切り捨て、半日相当時間以上１日相

当時間未満の端数があるときはこれを半日とする。 

10 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合における休暇とする。 

11 特別休暇は、特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇

とし、その与える場合及び時期は別表第３のとおりとする。 

 （休暇の手続） 

第45条 休暇の請求は、あらかじめ理事長に対し、休暇等届（様式第６号）を提出するこ

とにより行わなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあ

らかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後にこれを行うことができる。 

２ 前項の場合において、その請求が７日以上に及ぶ病気休暇に係るものであるときは、

療養期間を明記した医師の診断書を、特別休暇に係るものであって、理事長がその事由

を確認する必要があると認めるときは、その求めに応じ必要な証明書等を添付しなけれ

ばならない。 

 （育児休業） 

第46条 職員が生後３年に達しない子を養育する場合は、当該子が３歳に達するまでの期

間の範囲で職員が請求する期間について育児休業を与える。 

２ 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間

中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。 

３ 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、給与規程に定める

ところにより、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。 

４ 育児休業をした職員が復帰した場合には、当該育児休業をした期間の２分の１に相当

する期間（以下この項において「調整期間」という。）を引き続き勤務したものとみな

して、その職務に復帰した日（以下この項において「復帰の日」という。）又は復帰の

日から１年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は

調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することが

できる。 

５ 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ず

るものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定に

よる調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。 

６ 給与規程第30条第４項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定

する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。 

 （部分休業） 

第47条 職員が、生後３年に達しない子を養育するために１日の勤務時間の一部について、
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当該子が３歳に達するまでの期間の範囲で１日２時間（30分単位での取得）まで部分休

業を与える。 

２ 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない１時間につき、

給与規程第18条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。 

 （高年齢職員の部分休業） 

第48条 理事長は、55歳に達した職員が申請した場合において、55歳に達した日以後の日

で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、勤務時間の

一部について１週間につき19時間を超えない範囲内で、30分を単位として勤務しないこ

と（以下この条において「高年齢職員の部分休業」という。）を承認することができる。

この場合において、理事長は、当該申請について確認するため必要があると認める書類

の提出を求めることができる。 

２ 前項の規定による申請は、高年齢職員の部分休業を開始しようとする日の１月前まで

に行うものとする。 

３ 第１項の規定による承認は、高年齢職員の部分休業をしている職員が休職又は停職の

処分を受けた場合には、その効力を失う。 

４ 理事長は、既に高年齢職員の部分休業をしている職員から休業時間（高年齢職員の部

分休業の承認を受けた１週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。）の延長の申出

があった場合であって、事業の運営に支障がないと認めるときは、当該職員にかかる部

分休業の時間の延長を承認することができる。 

５ 理事長は、高年齢職員の部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ず

ることが著しく困難となった場合であって、当該職員の同意を得たときは、高年齢職員

の部分休業に承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。 

６ 職員が第１項の規定を受けて勤務しない場合には、その勤務しない１時間につき、給

与規程第18条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。 

７ 職員が高年齢職員の部分休業の承認を受けて勤務時間の一部について勤務しなかった

場合であって、その勤務しなかった期間のある月が１以上あったときは、その月数の２

分の１に相当する月数を給与規程第30条第１項から第３項までの規定により計算した在

職期間から除算する。この場合における同条第４項の適用については、同項に規定する

現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。 

（フレックスタイム制の適用等） 

第49条 第41条の規定に関わらず、課長代理級以上の職員を除く職員については、フレッ

クスタイム制を適用するものとする。 

２ フレックスタイム制を適用する職員の出退勤の時刻は、労使協定で定める出退勤の時

間の範囲内において職員が自主的に決定するものとする。 

３ フレックスタイム制に関する他の事項に関しては、別添の労使協定の内容を就業規則

の一部として準用する。 
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 （選択） 

第50条 前条の対象者であっても、当該職員が標準労働制を選択した場合には、フレック

スタイム制を適用しない。 

 

第６章  安全衛生 

 （災害の防止） 

第51条 職員は、安全及び衛生に関する法令その他の規程を遵守し、危険防止、災害予防

及び保健衛生の向上に努めなければならない。 

（防火管理者及び火元取締責任者） 

第52条 事業団に防火管理者及び火元取締責任者を置く。 

２ 防火管理者及び火元取締責任者の職務並びに火災防止については、別にこれを定める。 

 （健康診断） 

第53条 職員は、毎年１回行う定期の健康診断を受けなければならない。職員の全部又は

一部に対して必要があると認めたときに行う臨時の健康診断についても、又同じである。 

 

第７章  災害補償 

 

 （災害補償） 

第54条 職員が、業務上又は通勤上の負傷、疾病、障害又は死亡したときは、労基法の定

めるところにより災害補償を行う。ただし、補償を受けるべき者が同一の事由について

労災法によって保険給付を受けるべき場合は、その額の限度において補償を行わないも

のとする。 

２ 前項の場合において、休業補償を受けたときは、その勤務することができない期間に

つき、平均給与に相当する額から休業補償の額を控除した額を休業補償の付加給付とし

て支給する。 

 

第８章  表彰及び懲戒 

 

 （表彰） 

第55条 職員が次の各号の一に該当するときは、理事長は、これを表彰する。 

(1) 事業団に勤務し、勤務成績良好にして勤続満10年、20年又は30年に達したもの 

(2) 業務上有益な発明、考案又は改良を行い、顕著な功績のあったもの 

(3) 災害を未然に防止し、又は非常の際特に功労のあったもの 

(4) 事業団の名誉となる行為があったもの 

(5) 前各号に定めるもののほか、理事長において表彰することが適当と認めるもの 

 （表彰の方法） 



 

 

 

第２類  諸規則・諸規程（公益財団法人吹田市文化振興事業団職員就業規則）  

13 

第56条 表彰は、表彰状を授与して行うほか、副賞として理事長が適当と認める金品を添

えることができる。 

２ 表彰は毎年４月１日に行う。ただし、必要があるときは随時これを行うことができる。 

 （懲戒） 

第57条 理事長は、職員が次の各号の一に該当するときは、これに対し懲戒処分として戒

告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 

(1) 法令又は事業団の規程に違反したとき 

(2) 業務上の義務に違反し又は業務を怠ったとき 

(3) 事業団の職員にふさわしくない非行があったとき 

(4) 故意又は過失により事業団に損害を与えたとき 

(5) その他前各号に準ずる行為のあったとき 

 （懲戒の種類） 

第58条 懲戒は、次の各号に掲げる区分により行う。 

(1) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める 

(2) 減給 始末書を提出させ、一事案に対して平均給与の半額以内を減ずるものとし、

二事案以上の場合であっても、その総額は一給与支払期間の10分の１を超えないもの

とする 

(3) 停職 始末書を提出させ、10日以内の期間を定めて出勤を停止し、その期間中はい

かなる給与も支給しない 

(4) 免職 労働基準監督署長の認定を経て、予告又は予告なしで即時解雇し、退職手当

を支給しない 

 （表彰及び懲戒処分の決定） 

第59条 第55条に規定する表彰及び第48条に規定する懲戒処分は、理事会に諮り理事長が

決定する。 

 

第９章  損害賠償 

 

 （損害賠償） 

第60条 職員が故意又は過失によって、事業団に損害を与えた場合は、その損害の一部又

は全部を賠償させることができる。 

２ 前項の賠償額及び賠償方法は、理事長が定める。 

 

第10章  研修及び福利厚生 

 

（研修） 

第61条 理事長は、職員の業務能率の発揮及び増進を図るため、必要に応じて研修を行う
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ものとする。 

（福利厚生） 

第62条 理事長は、職員の福祉の増進を図るため、福利厚生に関する事項について計画し、

これを実施するものとする。 

 

第11章  雑則 

 

 （委任） 

第63条 この規則で定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、理事長が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、昭和59年12月１日から施行する。 

  （定年に関する経過措置） 

２ 次の表の左欄に掲げる期間における第17条の規定の適用については、同条中「65歳」

とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。  

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61歳 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62歳 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63歳 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64歳 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 理事長は、当分の間、職員が60歳に達する日の属する年度の前年度（以下「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の確認

を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべ

き年度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行

うべき年度の末日を経過することとなった職員（以下「末日経過職員」という。）を除く。）

にあっては、当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経

過職員にあっては、当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場

合は、当該年度の前年度））において、当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日以後

に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとす

るとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

   附 則（平３.３.１ 規則２） 

この規則は、平成３年３月３日から施行する。 

   附 則（平４.９.４ 規則３） 

この規則は、平成４年９月４日から施行し、平成４年４月１日から適用する。 

   附 則（平５.２.26 規則４） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 
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   附 則（平５.10.12 規則５） 

この規則は、平成５年10月12日から施行する。 

   附 則（平６.２.16 規則６） 

この規則は、平成６年２月16日から施行する。 

   附 則（平６.６.27 規則７） 

この規則は、平成６年６月27日から施行する。 

   附 則（平10.３.６ 規則８） 

この規則は、平成10年３月６日から施行する。 

   附 則（平11.12.24 規則９） 

この規則は、平成12年１月１日から施行する。 

附 則（平12.８.11 規則10） 

この規則は、平成12年９月１日から施行する。 

   附 則（平13.１.19 規則11） 

この規則は、平成13年１月１日から施行する。 

附 則（平13.６.28 規則13） 

この規則は、平成13年７月１日から施行する。 

附 則（平14.１.24 規則15） 

この規則は、平成14年１月24日から施行する。 

附 則（平14.７.１ 規則16） 

この規則は、平成14年７月１日から施行する。 

附 則（平15.１.１ 規則17） 

この規則は、平成15年１月１日から施行する。 

附 則（平17.12.22 規則20） 

この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

附 則（平18.３.31 規則21） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平19.７.12 規則24） 

この規則は、平成19年７月12日から施行する。 

附 則（平21.３.20 規則26） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。ただし、別表第３第19欄の改正規定は、

平成21年５月21日から施行する。 

附 則（平21.12.28 規則30） 

この規則は、平成22年１月１日から施行する。 

附 則（平22.６.30 規則31） 

この規則は、平成22年６月30日から施行する。 

附 則（平23.６.30 規則33） 
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この規則は、平成23年７月１日から施行する。 

附 則（平23.12.28 規則35） 

この規則は、平成24年１月１日から施行する。 

附 則（平24.４.１ 規則37） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平24.６.25 規則38） 

この規則は、平成24年７月１日から施行する。 

附 則（平25.３.29 規則40） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

   附 則（平29.６.30 規則44） 

この規則は、平成29年７月１日から施行する。 

附 則（平30.３.29 規則45） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平30.９.14 規則47） 

この規則は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（平31.３.１ 規則49） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（平31.３.29 規則51） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令４.３.18 規則52） 

この規則は、令和４年３月18日から施行する。 

附 則（令５.２.１ 規則54） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （準備期間における情報の提供及び勤務の意思の確認の対象となる職員の年齢要件） 

２ 理事長は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までの間に、施行日

から令和６年３月31日までの間に60歳に達する職員に対し、この規則による改正後の公

益財団法人吹田市文化振興事業団職員就業規則（以下「新規則」という。）附則第３項の

規定の例により、当該職員が60歳に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措

置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における

勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

 （勤務延長に係る経過措置） 

３ 理事長は、基準日（施行日、令和７年４月１日、令和９年４月１日、令和11年４月１

日及び令和13年４月１日をいう。以下この項において同じ。）から基準日の翌年の３月31

日までの間、基準日から基準日の翌年の３月31日までの間に新規則第19条第１項又は第
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２項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における新規則

定年（基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧規則第12条第１項に規

定する定年）に達している職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。 

（定年退職者等の再任用に関する経過措置） 

４ 理事長は、次に掲げる者のうち、65歳に達する日以後における最初の３月31日（以下

「特定年齢到達年度の末日」という。）までの間にある者であって、旧規則定年（旧規則

第12条第１項に規定する定年をいう。以下同じ。）に達している者を、従前の勤務実績そ

の他の情報に基づく選考により、１年を超えない範囲で任期を定め、嘱託員又は非常勤

嘱託職員に採用することができる。 

(1) 施行日前に旧規則第13条第２号の規定により退職した者 

(2) 20年以上勤続して施行日前に退職した者（前号に掲げる者を除く。）であって、当

該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

(3) 20年以上勤続して施行日前に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、旧規則再任用（旧規

則第12条第１項ただし書の規定により採用することをいう。以下同じ。）又は暫定再

任用（この項又は次項の規定による採用をいう。以下同じ。）をされたことがある者。 

５ 令和14年３月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末

日までの間にある者であって、新規則定年に達している者を、従前の勤務実績その他の

情報に基づく選考により、１年を超えない範囲で任期を定め、嘱託員又は非常勤嘱託職

員に採用することができる。 

(1) 施行日以後に新規則第18条第２号の規定により退職した者 

(2) 施行日以後に新規則第19条第１項又は第２項の規定により勤務した後退職した者 

(3) 20年以上勤続して施行日以後に退職した者（前２号に掲げる者を除く。）であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間にある者 

(4) 20年以上勤続して施行日以後に退職した者（前３号に掲げる者を除く。）であって、

当該退職の日の翌日から起算して５年を経過する日までの間に、暫定再任用をされた

ことがある者 

６ 前２項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、１年を超えない範囲内で更

新することができる。ただし、当該任期の末日は、前２項の規定により採用する者又は

この項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならな

い。 

７ 暫定再任用職員（暫定再任用をされた職員をいう。以下同じ。）の前項の規定による任

期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である

場合に行うことができる。 

８ 理事長は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職

員の同意を得なければならない。 



 

 

 

第２類  諸規則・諸規程（公益財団法人吹田市文化振興事業団職員就業規則）  

18 

 

別表第１ 

 勤務時間 休憩時間 休日 

Ａ 

午前９時から 

午後５時30分まで 

午前11時30分から午後１

時30分までの間において

理事長が指定する45分 

(1) 理事長が指定する４週

間につき８日。 

(2) 国民の祝日に関する法

律（昭和23年法律第178

号。以下「祝日法」とい

う。）に規定する休日に

相当する日として理事長

が指定する日。 

(3) 12月29日から１月３日

までの日（祝日法に規定

する休日を除く。）。 

Ｂ 

午後１時30分から 

午後10時まで 

午後４時30分から午後６

時30分までの間において

理事長が指定する45分 

 

 

 

別表第２ 

年 次 有 給 休 暇 の 日 数 

採用月 日 数 採用月 日 数 採用月 日 数 

１月 20 日 ５月 13 日 ９月 ７ 日 

２月 18 日 ６月 12 日 10月 ５ 日 

３月 17 日 ７月 10 日 11月 ３ 日 

４月 15 日 ８月 ８ 日 12月 ２ 日 
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別表第３ 

欄 種 別 場   合 期   間 

１ 産前休暇       女性職員が､８週間（多胎妊娠の場

合にあっては､14週間）以内に出産

する予定である場合 

出産の日までの申し出た期間  

２ 産後休暇 女性職員が､出産した場合 出産の日の翌日から８週間を

経過する日までの期間（医師

の診断に基づき､特に必要が

ある女性職員については､２

週間を超えない範囲内で更に

延長する期間） 

３ 育児時間休暇 生後１年６月に達しない子を育て

る職員が､その子の保育のために

必要と認められる授乳等を行う場

合 

１日２回それぞれ45分以内の

期間（男性職員にあっては､そ

の子の当該職員以外の親が当

該職員がこの欄の休暇を使用

しようとする日におけるこの

欄の休暇８これに相当する休

暇を含む｡）を承認され、又は

労働基準法（昭和22年法律第

49号）第67条の規定により同

日における育児時間を請求し

た場合は､１日２回それぞれ

45分から当該承認又は請求に

係る各回ごとの期間を差し引

いた期間を超えない期間） 

４ 生理休暇 女性職員が､生理日の勤務が著し

く困難な場合 

必要と認められる期間 

 

５ 妊産婦通院休

暇 

妊娠中又は出産後１年までの女性

職員が､母子保健法（昭和40年法律

第141号）第10条に規定する保健指

導又は同法第13条に規定する健康

診査を受ける場合 

次の掲げる基準（医師等の特

別の指示があった場合には､

その指示された基準）により､

その都度必要と認められる期

間 

(1) 妊娠23週まで ４週間に

１回 

(2) 妊娠24週から35週まで 

 ２週間に１回 

(3) 妊娠36週から出産まで 

 １週間に１回 

(4) 出産後１年まで その間

に１回 

６ 通勤緩和休暇 妊娠中の女性職員が､通勤に伴う

負担を緩和する必要がある場合 

勤務時間の始め又は終わりに

おいて､１日１時間15分以内

の期間 

７ 妊娠障害休暇 妊娠中の女性職員が､つわりのと

きその他の妊娠に伴う障害がある

７日の範囲内の期間（医師の

診断に基づき､特に必要があ
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欄 種 別 場   合 期   間 

場合 る女性職員については､７日

を超えない範囲内において更

に延長する期間） 

８ 出産補助休暇 職員が､妻（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者を

含む｡）の出産に伴い､入院の付添

い等を行う場合 

出産予定日の４週間前の日か

ら出産後３週間を経過する日

までの間において７日（異常

分べん等の場合は､別に定め

る日数）の範囲内の期間 

９ 育児参加休暇 職員が妻の出産に伴い、当該出産

に係る子又は小学校就学の始期 

に達するまでの子（妻の子を含

む。）を養育する場合 

出産予定日の８週間（多胎妊

娠の場合にあっては１４週

間）前の日から出産後８週間

を経過するまでの間において

２日以内の期間 

10 結婚休暇 職員が結婚する場合で､結婚式､旅

行その他の結婚に伴い必要と認め

られる行事等を行うとき 

結婚の日の15日前の日から当

該結婚の日後１月を経過する

日までの間における５日の範

囲内の期間 

11 忌引休暇 職員の親族（別表第４の親族欄に

掲げる親族に限る｡）が死亡した場

合で､職員が葬儀､服喪その他の親

族の死亡に伴う行事等を行い､又

は参加するとき 

別表第４の親族の区分に応じ

同表の日数欄に掲げる日数

（葬儀のため遠隔の地に赴く

場合にあっては､当該日数に

往復に要する日数を加えた日

数）の範囲内の期間 

12 祭し休暇 職員が､父母の追悼のための特別

な行事を行い､又は参加する場合 

１日の範囲内の期間 

13 長期在職休暇 ４月１日（以下この欄において「基

準日」という｡）前１年の期間にお

いて在職期間が10年､20年又は30

年に達する職員が心身のリフレッ

シュを図る場合 

基準日以後１年の期間（基準

日前１年の期間においては定

年に達する職員にあっては当

該期間）において次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める範囲内の期

間 

(1) 在職期間が10年に達する

場合 ２日 

(2) 在職期間が20年に達する

場合 ３日（別に定める職

員にあっては､５日） 

(3) 在職期間が30年に達する

場合 ５日 

14 人間ドック休

暇 

職員が人間ドックを受検する場合 １の年において２日 

15 ドナー休暇 職員が骨髄移植若しくは末梢血幹

細胞移植のため骨髄液若しくは末

必要と認められる期間 
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欄 種 別 場   合 期   間 

梢血幹細胞の提供希望者としてそ

の登録を実施する者に対して登録

の申出を行い､又は骨髄移植若し

くは末梢血幹細胞移植のため骨髄

液若しくは末梢血幹細胞を提供す

る場合で､当該申出又は提供に伴

い検査､入院等を必要とするとき。 

16 ボランティア

休暇 

職員が自発的に、かつ、報酬を得

ないで次に掲げる社会に貢献する

活動(専ら親族に対する支援とな

る活動を除く｡)を行う場合 

(1) 地震、暴風雨、噴火等により

相当規模の災害が発生した被災

地又はその周辺の地域における

生活関連物資の配布その他の被

災者を支援する活動 

(2) 身体障害者療養施設、特別養

護老人ホームその他の主として

身体上若しくは精神上の障害が

ある者又は負傷し、若しくは疾

病にかかった者に対して必要な

措置を講ずることを目的とする

施設であって別に定めるものに

おける活動 

(3) 前２号に掲げるもののほか、

身体上若しくは精神上の障害、

負傷又は疾病により常態として

日常生活を営むのに支障がある

者の介護その他の日常生活を支

援する活動  

１の年において５日の範囲内

の期間 

17 夏期休暇 職員が、夏期において元気回復そ

の他厚生の計画の実施に参加する

場合 

別に定める期間において５日

の範囲内の期間 

18 介護休暇 職員が次に掲げる親族の看護その

他の世話を行う場合 

(1) 配偶者（届出をしないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。） 

(2) ２親等内の親族 

(3) 前号に掲げる者と同様の事情

にある者として理事長が認める

者 

別に定める基準により必要と

認められる期間 

19 短期介護休暇 職員が要介護者（前欄各号に掲げ

る親族で、負傷、疾病又は老齢に

より２週間以上の期間にわたり日

１の年において５日の範囲内

の期間（要介護者が２人以上

ある場合にあっては、10日） 
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欄 種 別 場   合 期   間 

常生活を営むのに支障があるもの

をいう。以下同じ）の介護その他

の世話を行う場合 

20 介護部分休暇 職員が要介護者の介護その他の世

話を行う場合 

当該介護を必要とする１の継

続する状態ごとに連続する３

年以内の期間において、１日

２時間以内の期間 

21 子の短期看護

休暇 

小学校修了前の子が負傷し、疾病

にかかり、又は予防接種若しくは

健康診断を受けるため、その子を

養育する職員が短期にその看護又

は世話を行う場合（様式第７号） 

１の年において７日の範囲内

の期間（養育する子が２人以

上ある場合にあっては、10日） 

22 その他の特別

休暇 

職員が、裁判員、選挙権その他公

民としての権利を行使する場合 

必要と認められる期間 

職員が、証人、鑑定人、参考人等

として国会、裁判所、地方公共団

体の議会その他官公署へ出頭する

場合 

必要と認められる期間 

職員が、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律

（平成10年法律第114号）による交

通遮断又は隔離により勤務に就け

ない場合 

必要と認められる期間 

職員が、災害、交通機関の事故そ

の他これらに準ずる特別な事情に

より出勤できない場合 

必要と認められる期間 

その他特に理事長が、勤務しない

ことが相当であると認める場合 

必要と認められる期間 
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別表第４ 

忌 引 休 暇 日 数 

死 亡 し た 者 忌 引 日 数 

 

配 偶 者 

   届出をしないが、事実上 

婚姻関係と同様の事情に 

あるものを含む｡ 

７ 日 

父 母 ７日 

     子 ７日 

祖 父 母 、 曽 祖 父 母 ３日 

孫 、 曽    孫 １日 

兄 弟 姉 妹 ３日 

おじ又はおば １日 

配偶者の父母又は父母の配偶者 ３日（職員と生計を一にしていた場合に 

あっては、７日） 

配偶者の子又は子の配偶者 １日（職員と生計を一にしていた場合に 

あっては、７日） 

配偶者の祖父母若しくは曽祖父母又は

祖父母若しくは曽祖父母の配偶者 

１日（職員と生計を一にしていた場合に 

あっては、３日） 

配偶者の兄弟姉妹又は兄弟姉妹の 

配偶者 

１日（職員と生計を一にしていた場合に 

あっては、３日） 

配偶者のおじ若しくはおば又はおじ若

しくはおばの配偶者 
１日 

  備考 

   １．忌引が重なるとき、その期間は、最初に始まる忌引の初日から、最後に 

    終る忌引の末日までとする。 

   ２．遠隔地に行く必要があるときは、実際に要した往復日数を加えることが 

    できる。 

   ３．忌引期間中は、休日、休暇その他業務を要しないいかなる日が含まれる 

    場合においても、すべてこれを忌引として取扱う。 

   ４．忌引休暇を受けようとする者は、その親族の続柄、氏名、年齢、生前の 

    住所及び死亡の日時並びに葬儀の日時を記載して、その旨願い出なければ 

    ならない。 
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様式第１号 

 

 

誓 約 書 

 

 

今般貴事業団職員として採用されたうえは、吹田市文化会館が 

市民の芸術文化の振興に果す役割を深く自覚し、吹田市文化会館 

      条例及び事業団定款等を遵守し誠実かつ勤勉にその職務を尽くす 

ことを誓約します。 

 

年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人吹田市文化振興事業団 

理事長 殿 

 

 

氏名                    ○印 
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様式第２号 

  年 度   遅 刻 ・ 早 退 ・ 欠 勤 届 

 職員番号 所     属 氏     名 

   

許  可  欄 

本 人 

印 
月／日（曜日） 

遅刻 

時間 

早退 

時間 

欠勤 

時間 
理   由 

理事

長 

副理

事 

常 

務 

局 

長 

次 

長 

課 

長 

課 

長 

代 

理 

主 

査 

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 

    

 

 

   
 ／ （  ） 
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様式第３号 

 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

注 意 

 

１．本証は、他人に貸与し又は譲渡しないこと。 

２．本証の記載事項に変更があったときは、直

ちに届け 

出ること。 

３．本証は、き損しないよう大切に携帯するこ

と。 

４．紛失又はき損したときは、直ちに再交付を

受ける 

こと。 

５．退職その他不要になったときは、必ず返納

すること。 

  

（地質）  上 質 厚 紙 

   （型式）  横８．５６センチメートル 縦５．４センチメートル

第   号      発行     年  

月  日 

 

職  員  証 

 

氏 名 

 

所 属  公益財団法人吹田市文化振興事業団 

 

所在地  吹田市泉町2丁目29番1号 吹田市文

化会館内 

 

理事長          ○印  
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様式第４号 
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様式第５号（その１） 

 

交 通 事 故 報 告 書 

年   月   日 

 

 公益財団法人吹田市文化振興事業団 

           理 事 長  殿 

報
告
書 

所属 職名 氏名 

 

○印 

 年  月  日

生 

年令   才 
相
手
方 

住所 氏名  年  月  日

生 

年令   才 

事故

の 

種 

類 

   

発 

生 

日 

時 

              

年    月    日  
午前

午後
   時   

分ごろ 

               

天候 

 

発 

生 

場 

所 

 

事故の状況及び原因など 

（相手方を確認してから双方の動きなどを具体的に書いてください｡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故当時の処置など 
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様式第５号（その２） 

 

 

 本      人 相  手  方 

１ 免 許 取 得 日     年  月  日      年  月  日 

２ 免 許 証 番 号   

 ３ 車 種 等 
  

 ４ 違 反 の 態 様 
１．酒気帯び   ２．無免許 

３．速度違反（       ） 

４．その他（        ） 

１．酒気帯び   ２．無免許 

３．速度違反（       ） 

４．その他（        ） 
５ 

負

傷

の

状

況 

負 傷 個 所 
  

入 院 期 間 
  

通 院 期 間 
  

病 院 名 
  

６ 
物

損

状

況 

物 損 部 分 

  

損 害 金 額 

（見 込） 

  

反省及び今後の決意 

上司の意見 

 

職 名 

氏 名                   ○印 
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様式第５号（その３） 

 

交 通 事 故 （ 事 後 ） 報 告 書 

年   月   日 

公益財団法人吹田市文化振興事業団 

          理 事 長 殿  

報
告
者 

所属 職名 氏名 

○印 

 年  月  日

生 

年令   才 
相
手
方 

住所 氏名  年  月  日

生 

年令   才 

 本      人 相 手 方 

負
傷
の
状
況 

負傷個所 
  

入院期間 
  

通院期間 
  

病 院 名 
  

物
損
状
況 

物損部分 
  

損害金額 

（見 込） 

  

事

後

措

置 

見舞回数 

回 

見舞金額 

円 

見舞品（金額換算） 

円 

示談成立日 

     年  月  

日 

示談金額 

円 

示談金支払日 

    年  月  日 

強 

制 

治療費 円 慰謝料 円 
任

意

保

険 

 

看護料 円   

保 

交通費 円   

険 諸雑費 円   

休業損

害 
円 合計 円 

財団負担 円 本人負担 円 

行政処分又は 

刑事処分の内

容 

 

（添付） １．起訴状、略式命令（写）２．運転免許停止・取消（写）３．示談書（写） 
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様式第５号（その４） 

 

事 故 現 場 の 見 取 図 

図面上に下記の事項をはっきり表示すること。 

(1) 道路の幅員 

(2) 信号機の有無、位置 

(3) 中央線の有無 
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様式第６号 
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様式第７号 

 

 

 

     

 

子 の 短 期 看 護 休 暇 願 

                                 年  月  日 

 公益財団法人吹田市文化振興事業団 

            理事長 殿 

                    

所属        職員番号      

                      氏名               ㊞ 

 

下記のとおり、子の短期看護休暇の承認を請求します。 

 

請求期間 

１日 

単位 

平成  年  月  日（ ）から平成  年  月  日（ ）まで  日

間 

半日 

単位 
平成  年  月  日（ ）  □午前  □午後 

時間 

単位 

平成  年  月  日（ ） 

    時   分から  時   分まで     時間 

時   分から  時   分まで     時間 

＊１日２回まで。始業時間、終業時間又は休憩時間と連続する場合に取

得可。 

看 護 を 要 す る 

子 の 氏 名 等 

氏  名  

生年月日 平成  年  月  日生 

対   象 □小学校就学前   □小学生 

請 求 理 由 

看護の内容（子の状況を記入してください） 

 

 

 

職員が看護しなければならない理由（その子の看護を行う者が他にいな

い状況を記入してください） 

 

 

 

備 考 

 

 

 

 

（注）対象の子が小学生である場合は医師の診断書を添付してください。 

＊１時間単位での取得分は、８時間で１日、４時間で0.5日と換算してください。 

所   属 

課長 課 長 代

理 

係長 


